
【導入】 

 

. 

「今じゃ、もののけの森と言われちょるが、あれはワシの山じゃったんや」 

幼心に、祖父が、こうつぶやいたことを覚えています。 

 

祖父は街で名うての実業家で、戦後は莫大な木材を伐採しては売り出していました。 

しかし、その結果、山の木材をすべて切り取ってしまい、ついにははげ山となってしまったの

です。その後、祖父は廃業に追い込まれました。 

 

私は今、祖父が「もののけの」と称した森を所有しています。 

そしてそこには、伐採に適した木材が多く存在しているのです。 

 

私は、祖父が夢半ばで諦めた林業を復活させたい！ 

 

本弁論では、日本林業の発展の可能性について訴えます！ 

 

（3秒） 

 

【現状】 

日本の林業は現在、衰退の一途をたどっています。 

かつては1兆2000億円を超える産出額を誇っていたにもかかわらず、現在はその3分の1。 

4000億円にまで落ち込んでいます。 

 

しかしながら、木材の需要自体が消滅したわけではありません。 

実際、2014年の国内需要は、体積にして8000立方メートル。 

これは木材需要が好調だった30年前とほとんど変わっていません。 

 

また、海外にも需要があります。 

林野庁によると、世界の丸太需要はこの20年増加しており、今後も需要が期待されています。 

なかでも、経済発展の著しい中国では、2020年に、4億立方メートルもの木材が不足すると言わ

れています。 

つまり、木材の需要は現在も存在しているのです。 

 

一方で、日本の林業もただ衰退しているわけではありません。 

実は今、日本には木材として利用できる樹木が多くあるのです。 

木材として利用できるのは、樹齢40年から50年の樹木。 

日本には現在こうした樹木がなんと16億立方メートルもあるのです！ 

これは国内外の需要に十二分に応えられる量です。 

 

しかしながら、現在日本の木材は利用されていません。 

その理由は、木材を生産する際のコストにあります。 

 

日本の木材生産コストは、1立方メートルあたり7000円。 



これは森林の構造が最も似ているとされる、オーストリアの3000円を大きく上回ります。 

 

その結果、市場での価格に差が出来てしまい、国際競争力が低下しているのです。 

 

【現状分析】 

この背景には、日本の森林所有の特徴があります。 

1人1人が持つ森林の面積が、非常に小規模なのです。 

実際、約9割がわずか10ヘクタール未満の土地所有者となっています。 

これは、1つの山の敷地を複数の人が保有しているということなのです。 

 

これによって、日本の林業は2つの面で非効率になっています。 

 

一つは、経営の大規模化ができないことです。 

自然破壊を防ぐため、1ヘクタールあたりの伐採量は法律で決まっています。 

ゆえに、林業従事者は収益を上げるため、所有面積を大きくする必要があります。 

政府や林業従事NPOの見解では、利益がでる林業経営には最低でも30ヘクタール以上が必要だと

されています。 

そのため、小規模な所有者がほとんどの、日本の林業は収益を上げられないのです。 

 

もう一つは、土地所有者がバラバラなので、木材を運搬する林道を通せないことです。 

林道とは、森林内で作業する際、木材の搬出に不可欠な道のことを指します。 

この林道が、日本では少なく、オーストリアの5分の1しか存在しないのです。 

林道が無ければ木を切ったり、運び出すのに機械を使えず手間がかかってしまい、利益の上が

る林業を行うのは難しいのです。 

 

つまり、面積の集約化が出来ていないために、採算が取れていません。 

その結果、日本の林業は大きな利益を生むことが出来るにも関わらず、放置されてしまってい

るのです… 

 

 （3秒間） 

 

【問題点】 

日本に豊富にある木材。そんな木材が、今使われていません。 

せっかく活かせる資源が目の前にあるのに、それを活かすことが出来ていないのです！ 

木材として使えるようになった今こそ！林業を発展させる時なのです！！ 

 

しかし、林業が発展するための障壁を取り払うには、個人の力だけでは限界があります。 

だからこそ林業発展の障壁を取り払い、支援していくべきなのです！ 

 

木は、一生人間と寄り添う大切な存在です。 

誰かが数十年かけて頑張って育てた木が、私たち1人1人の家や家具に使われ、私たちの人生と

共に生きていくのです。 

私の祖父は言いました。 

 



「私の育てる木が、誰かの人生に寄り添ってほしい」、と。 

 

私は、そんな彼らの思いを、叶えてあげたいのです！ 

 

【理念】 

〈小理念〉 

私は、林業を、利益の上げられる明るい産業にしたい！ 

〈大理念〉 

林業に携わっている人たちの思いを、実現したいのです！ 

〈方向性〉 

とはいえ、資源だからと言ってすべてを伐採してもいいわけではありません。 

なぜなら、それでは50年前の悲劇を繰り返してしまうからです。 

高度経済成長期、拡大する木材需要を満たすため、日本人は森林をどんどん伐採していきまし

た。 

そして、森林はハゲ山だらけになり、荒廃していきました。 

目先の利益を追い求めた結果、林業は持続できなくなり、衰退していったのです。 

 

〈重要性・公益性〉 

森林、そして森林を管理する産業である林業は、決して林業従事者だけの問題ではありませ

ん。 

森林には様々な機能があります。水を浄化する機能、土砂災害などの災害予防、CO2の吸収によ

る地球環境への貢献… 

森林は、私たちの生活に密接にかかわっているのです。 

 

〈まとめ〉 

日本に存在する大量の木材資源を活かし、林業を発展させたい！ 

しかし50年前の悲劇を繰り返してはいけません。 

だからこそ、利益を上げられる、持続可能な林業経営を目指すべきなのです！ 

 

【プラン①】 

そのためには、現在持ち主がバラバラの状態を改め、効率的に林業を行うことが必要です。 

これを実現するため、私は次のプランを提案します！ 

 

それは、森林を持っている人の森林組合への加入と、林業経営を義務化することです。 

森林組合とは、森林の所有者たちが、森林の保全や林業に関わる事業を共同で行うために設立

した団体です。 

しかしながら、現在この組合に加入する義務はありません。そのため、林業経営を行っていな

い所有者は加入しないのです。 

 

そこでまず、土地の所有者に対し、この森林組合への加入を義務化します。 

次に、加入者の土地を森林組合で一括して管理を行います。これが土地の集約です。 

集約する際の規模は、利益を出すのに最低限必要な30ヘクタール以上とします。 

 

原則、自分が所有していた土地は自分で林業経営を行いますが、「森林は持っているが林業経

営はしたくない」といった-場合は、組合にその経営を委託することとします。 



この場合は森林の貸借代と木材提供代として、森林所有者にその森林で得られた利益の一部を

支払います。 

 

このプランにより、林業の大規模化が可能になり、経営が効率的に行えます。また林道も通し

やすくなり、コストを下げて木材を供給できるようになります。 

 

 

 

 

【プラン②】 

しかし、森林組合が自由に林業経営を行える一方で、木材の過剰な伐採に対しては対策が不十

分です。 

現在の林業は、林業経営者が自治体に伐採プランを提出し、許可を得た上で行われています。

こうすることで、過度の伐採がないかを自治体は確認しています。 

 

ですが、自治体が状況を確認しなければならない森林は、国土の20％、800万ヘクタールにも及

びます。そのため、自治体職員が実際に現地を訪れ、森林の状況を監視することは非常に困難

なのです。 

 

そこで、人工衛星を利用した監視を新たに行います。 

これはJAXAが打ち上げ、2014年に運用を開始した「人工衛星だいち2号」を用いる方法です。 

この衛星は本来、地図の作成や災害の被害把握のために運用されるもので、月に2回、同じ地域

の監視を行うことができます。 

この衛星のデータを用いれば、高頻度で、かつ、ごく簡単に伐採の有無などの詳しい森林の状

況を把握できます。 

これによって、違法な伐採や虚偽の報告を、現地に行かずとも確認できるようになります。 

行政の管理システムが強化され、かつてのような過剰伐採を防ぎ、持続可能な林業経営を実現

することができるのです！ 

 

土地の集約化で効率的な林業経営を実現し、かつ完全な監視の実現で過剰伐採を防ぐ。 

この2点のプランによって、持続可能で明るい林業を築くことができるのです。 

 

 

【締め】 

林業には、発展の可能性があるのです！ 

今こそ、日本林業を復活させていこうじゃありませんか！ 

 

ご清聴、ありがとうございました。 


